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政策(1) 自然災害や健康危機などへの備え  

 

 

■１０年後の姿 

 

 災害に強い街づくりが進んでいて、区民がそれを具体的に実感できるようになっています。 

 地域や各家庭等では、震災、風水害、感染症等の災害対策への意識が浸透し、災害発生時に必要

な備えや、マイ・タイムラインの確認等、各々にとって最善で具体的な災害対策の準備ができてい

ます。 

 駅ビルや規模が一定以上の事業所を中心に、施設利用者の避難誘導や避難指示等の避難支援方法

が具体化されています。 

 区や防災関係機関との連携・体制の強化等が更に進み、これまで以上に円滑で機動的な災害対応

が可能になっています。 

 地域への防災教育の充実により、幅広い世代が地域防災に興味を持ち、地域住民による「自助」

や「共助」の意識が育まれています。 

 区が災害発生状況と区民の状態に合わせた避難方法等の個別支援プランを作成する等、避難する

者と避難を支援する者との間で必要に応じた減災方法の情報の共有がされています。 
 

  

■現状と課題  

 

 地球温暖化を要因とした風水害等の気象災害は大規模化・激甚化しており、東京では首都直下地

震の予測も相まって、一人ひとりの危機管理対策が特に強く求められています。目黒区世論調査

（令和２（２０２０）年度実施）の「特に優先すべき施策」では、第１位が「災害に強い街づく

り」（５３．９％）、第２位が「震災、風水害などへの備え」（３９．４％）、第５位が「保健・

医療体制の充実」（２５．２％）となっており、区民の震災や風水害対策等の危機管理に対する意

識は、これまで以上に高まっています。 

 また、震災や風水害による避難所や帰宅困難者対策、被災者の生活再建等といったこれまでの課

題に加え、感染症対策等の健康危機管理も含めた複合災害時も視野に入れた災害時の医療救護体制

の確保、幅広い世代の区民への迅速な情報発信、避難に当たって配慮が必要な者への対応等、喫緊

の新たな課題の解決に向けた取組が必要となっています。 

 近年の新たな感染症の脅威も含め、これまでの平常時からの将来を見通した予測・計画ととも

に、想定外のリスクにもしっかりと備えた減災対策を講じる等、身近な暮らしを支え、守る自治

体・地域の役割が、改めて重要になっています。 

 

■区政評価指標  

区政評価指標 

区・区民・事業者が災害への高い意識を持
ち、適切な対策がとられていると感じる区
民の割合 

現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

４３．２％ ６０％ 
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■施策一覧 

施策① 危機管理態勢の充実  

【主な取組】 

・ 災害発生時における初動体制の確立 

・ 危機管理体制基盤に必要な人員、資機材、インフラ設備、施設などの資源の整備 

・ 参集指定職員等への誘致と防災訓練等による人材育成 

・ 感染症対策の推進 

施策② 避難者対策の推進  

【主な取組】 

・ 避難所施設の拡充 

・ 様々な避難行動の啓発推進 

・ 避難所における良好な生活環境の確保 

・ 避難所における感染症対策の推進 

施策③ 地域防災力の向上  

【主な取組】 

・ 防災教育の推進 

・ 地域防災リーダーの有効活用 

・ 防災訓練の充実 

・ 地域の防災組織への支援強化 

施策④ 帰宅困難者対策の充実  

【主な取組】 

・ 一時滞在施設の拡充 

・ 駅周辺帰宅困難者対策協議会の活動支援の充実 

・ 事業者への一斉帰宅抑制の啓発 

施策⑤ 被災者の生活再建支援  

【主な取組】 

・ 迅速な罹災証明書の発行・被災者台帳の作成 

・ 被災者生活再建支援システム操作研修の実施 

・ 地籍調査事業の推進 

・ ＩＣＴを活用した都市復興システムの構築 

施策⑥ 災害時における情報収集・発信力の強化  

【主な取組】 

・ 避難情報の情報格差（デジタルデバイド）の解消 

・ 新たな情報発信の仕組みの構築 

・ 民間のアプリケーションを活用した情報受発信環境の整備 

・ ケーブルテレビを活用した情報発信 

施策⑦ 災害時の医療連携の推進  

【主な取組】 

・ 災害時医療体制整備に係る関係機関との連携強化 
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施策⑧ 災害時要配慮者支援の推進  

【主な取組】 

・ 避難支援対策の推進 

・ 地域避難所における要配慮者支援の推進 

・ 福祉避難所における要配慮者支援の推進 

・ 在宅避難生活の支援の推進 
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施策①  危機管理態勢の充実  

■施策の概要  

 

 他機関との協力体制の充実も含め、災害に対する強靭化を目指す政策を

総合的に進めていきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は平成２７（２０１５）年

の第３回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組２０１５‐２０３

０」の４つの優先事項である「災害リスクの理解」「災害リスク管理のた

めの災害リスクガバナンス」「強靱化に向けた防災への投資」「効果的な

応急対応への備えの向上と、より良い復興」を念頭に、円滑で機動的な災

害対応を可能とする危機管理体制の整備等を行い、区民が住み続けられる

まちづくりに向けて災害発生時のリスクと損失の削減を目指します。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

目黒区風水害対策指定職員等への希望者
数 

４０人 ６０人 

参集指定職員による避難所運営訓練参加
率 

６２．５％ ８０％ 

 

■現状と課題  

○ 首都直下地震や台風などの自然災害をはじめ、昨今の感染症対策など、様々な危機事象に

対して、迅速かつ強力な対策を図っていくためには、平常時から目黒区の庁舎や行政機能

も被災し、人員や物資・ライフライン等の制約を受けることを予測した上での危機管理体

制の整備が必要です。 

○ 今後の検討に当たっては、これまでの地域団体との協定等による様々な協力体制を充実さ

せるとともに、他自治体からの受援や警察・消防・自衛隊、ＤＭＡＴ（※１）等との連携

のほか、一般・有資格者のボランティアや物資、区有施設のみに捉われない既存施設等の

柔軟な受け入れ・活用等、多種多様な資源の特性を念頭においた円滑で機動的な災害対応

を可能とする危機管理体制の整備が重要な課題です。 

○ 特に機動的な災害対応には、将来を見通した計画や業務の実施体制の整備、指揮命令系統

の確立、業務の統制・管理など、災害対応の経験や知見を活かしたコーディネイトやマネ

ジメントが不可欠となるため、そうした人材育成や組織体制の整備も求められています。 

 

※１ 「ＤＭＡＴ」とは、医師、看護師、その他の医療職及び事務職員で構成され、大規模災

害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね４８時間以内）から活動

できる機動性をもった、専門的な訓練を受けた医療チームのこと。 
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■主な取組  

◆ 災害発生時における初動体制の確立  

地震や風水害などの自然災害のみならず、事故によるライフラインの途絶・爆破予告・テロ等

の人的災害対応も想定し、関係機関と連携した機動的で実践的な初動体制を確立します。 

◆ 危機管理体制基盤に必要な人員、資機材、インフラ設備、施設などの資源の整  

  備  

災害発生時の災害対策本部や現場対応に必要な資源を洗い出し、平常時から関係機関や民間な

どとの協定の充実を行うとともに、多種多様な資源の特性を踏まえて柔軟に活用することを念頭

に整備します。 

◆ 参集指定職員等への誘致と防災訓練等による人材育成  

風水害対策指定職員を希望する者には一定期間の家賃助成を行うなど、災害発生時に参集可能

な職員の確保と各種訓練への参加経験者を増やし、平常時から更なる区職員の災害対応スキルの

向上と人材育成を図ります。 

◆ 感染症対策の推進  

新型コロナウイルス感染症対策での経験を踏まえ、区民への健康被害を最小限にとどめ、区民

の生命・健康を確保するため、医薬品・防護服等を計画的に整備するとともに、医師会等との連

携を図りながら、予防、感染拡大防止に向けた取組を推進します。 

 

■関連計画  

・目黒区危機管理指針 

・目黒区地域防災計画、業務継続計画（地震編） 

・目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画、業務継続計画（新型インフルエンザ等編） 

・目黒区保健医療福祉計画 

・都市計画マスタープラン 

・目黒区国土強靱化地域計画  

特に優先すべき施策 

 

出典：第４６回目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施） 
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施策②  避難者対策の推進  

■施策の概要  

 

コロナ禍を踏まえた、新たな避難者対策の取組を推進していきます。 

関係するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、民間施設と協定を締結

して避難所を確保するなど、１か所当たりの避難所が密集状態にならない

よう、ソーシャルディスタンスを確保することにより、１人当たりの避難

スペースの拡充に取り組みます。また、女性、子ども、高齢者、障害者、

外国人などを含めた、誰もが安心して避難生活を送ることができる環境づ

くりにも取り組んでいきます。 

 さらに、安全が確保できるのであれば、自宅にとどまる在宅避難や親

戚・友人宅に避難する分散避難も、多様な避難行動の１つとして、啓発を

進めていきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

避難所などでの収容不足人数 約４，６００人 ０人 

避難所として利用できる施設数 １０９か所 １２０か所 

在宅避難も想定して、自宅での備蓄を行
っている区民の割合 

－ ２０％増 

 

■現状と課題  

 

○ 首都直下地震などの災害時には、区の避難生活者の想定数約６２，０００人に対し、避難

所の受入可能人数は約５７，４００人となっており、避難所が不足している状況です。ま

た、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、避難所での「３密」を回避し、

クラスターを発生させない感染症対策が必要となるなど、避難のあり方が課題となってい

ます。 

○ これからの避難者対策は、在宅避難・分散避難など多様な避難行動の促進や民間と連携し

た避難施設の確保、やむを得ず避難してきた区民等が安心して避難所で生活できる環境整

備など、新たな避難者対策の取組を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 



基本目標 5 安全で安心して暮らせるまち 

234 

■主な取組  

◆ 避難所施設の拡充  

区内に所在するホテル・旅館や事業者など、民間の施設と災害時における施設使用に係る防災

協定を締結することで、被災者の避難所施設の拡充を図ります。 

◆ 様々な避難行動の啓発推進  

安全が確保できるのであれば在宅避難や分散避難を選択するなど、災害時の様々な避難行動に

ついての周知を図るとともに、在宅避難に備えて、自宅での備蓄の取組などの啓発も推進しま

す。 

◆ 避難所における良好な生活環境の確保  

避難所における被災者のプライバシー確保や、心身の機能低下・健康悪化の予防など、避難所

内のスペース確保や資機材の整備などにより、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人など様々

な避難者に配慮した良好な生活環境の確保を図ります。 

◆ 避難所における感染症対策の推進  

「避難所における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル【暫定版】」の見直しを図るとと

もに、避難所での感染症予防について区民に普及・啓発を図ります。 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

シミュレーションによる避難所収容不足数 

被害想定（平成２４（２０１２）年４月 東京都防災会議） 

東京湾北部地震 （マグニチュード７．３）＊熊本地震と同じ大きさ 

区内の最大震度 ６強 
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施策③  地域防災力の向上  

■施策の概要  

 

 区や地域で主催する防災訓練には、資機材の取扱い等の習熟に加えて、

災害に対する取組を周知・啓発する効果もあります。幅広い世代や団体に

防災訓練にかかわってもらい、災害に対する自助・共助を支える仕組みづ

くりを推進することにより、地域全体の災害に対する強靭性を高め、区民

が安全・安心に住み続けられるまちづくりを進めていきます。 

 関係するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、コロナ禍における新た

な訓練のあり方を模索しながら、より区民が参加しやすいような効果的な

方法を検討し、防災に対する意識の向上を図ります。また、地域防災力の

核となる防災士を育成し、その知見を活かして地域の防災活動に積極的に

かかわってもらうような仕組みを構築します。地域の防災区民組織や避難

所運営協議会に対しては、引き続き必要な支援を行うとともに、避難所運

営協議会が設立されていない住区には、働きかけを行います。さらに、幅

広い世代の参画という観点から、小中学校における防災教育についても推

進していきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

防災訓練への参加経験 １１．２％ ２５％ 

区民の防災士資格取得者数 ４９８人 ６００人 

全住区に対する避難所運営協議会設立割
合 

７２％ １００％ 

 

■現状と課題  

 

○ 大規模な災害の際には、発災直後の速やかな対応を図るために、自助・共助の精神に基づ

いた地域防災力が重要な役割を担っています。 地域防災力の向上には、行政による「公

助」に加え、住民自らの備えによる「自助」、住民同士が支え合う「共助」の取組を一体

的に推進することが不可欠です。 

○ また、地域で主催する防災訓練や避難所運営協議会、小中学校における防災教育などを通

じて、幅広い世代が地域防災への取組に参画する仕組みを構築するとともに、防災士等を

地域の防災リーダーとして育成し、地域住民の「共助」に対する支援を行う必要がありま

す。 
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■主な取組  

◆ 防災教育の推進  

地域の小中学校において、教職員、児童・生徒やその保護者を対象とした防災訓練を実施する

とともに、防災備蓄食糧を学校給食へ活用するなど、防災教育の推進を図ります。 

◆ 地域防災リーダーの有効活用  

区内在住の防災士、防災士資格取得希望者を対象に資格取得助成やスキルアップのための研修

を実施するとともに、地域の防災訓練等の活動を紹介し、地域への参加を促進します。 

◆ 防災訓練の充実  

地域が主催する防災訓練に対して、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所開設訓練

や、要配慮者や女性視点での防災訓練など、社会背景に沿った実効性の高い訓練を実施できるよ

う、必要な支援を行います。 

◆ 地域の防災組織への支援強化  

引き続き、防災区民組織への資機材支給や助成金の充実を図るとともに、避難所運営協議会が

未設立の住区エリアに対して働きかけを行い、協議会の設立を促進します。 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

防災訓練への参加経験               防災訓練への参加経験（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第４６回目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施） 
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施策④  帰宅困難者対策の充実  

■施策の概要  

 

 官民一体となって帰宅困難者を支援する取組を推進することにより、自

然災害に対する対応力を強化し、帰宅困難者の安全を図ります。 

関係するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、発災時における帰宅困

難者の発生による混乱を防止するため、複数の路線が乗り入れる主要駅の

うち目黒駅、中目黒駅、自由が丘駅について、災害時には主体となって活

動する駅周辺帰宅困難者対策協議会の運営を民間のコンサルタントも活用

して支援し、対策の充実を図ります。また、東京都が実施する事業者への

一斉帰宅抑制推進事業について、目黒区においても啓発を推進するととも

に、民間施設との協定により、駅周辺の一時滞在施設の確保を図ります。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

災害発生時に想定される目黒駅・中目黒
駅周辺の滞留者数 

４０，０００人 ３６，０００人 

主要駅周辺の一時滞在施設数 ２か所 ５か所 

 

■現状と課題  

 

○ 首都直下地震等の大地震が発生すると、鉄道等の公共交通機関が運行を停止し、区の主要

駅周辺や幹線道路には多数の帰宅困難者が発生します。その結果、道路が人で埋まり消防

等の緊急車両が通行できず救助・救命活動に支障をきたしたり、徒歩帰宅中に余震等で二

次被害に遭ったりする可能性があり、災害時には、帰宅困難者の安全を確保し、救助・救

命活動の妨げとならないよう混乱を防止することが求められます。 

○ 帰宅困難者対策は、東京都帰宅困難者対策条例に基づき、一時滞在施設の確保や一斉帰宅

抑制の推進、また、主要駅周辺の事業者等で構成される駅周辺帰宅困難者対策協議会の活

動の充実など、行政による「公助」だけでなく、個人や企業による「自助」「共助」も含

め、一体的に取り組んでいく必要があります。 
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■主な取組  

◆ 一時滞在施設の拡充  

災害時における施設の使用に係る協定の締結等により、主要駅周辺において帰宅困難者が避難

できる民間施設等の一時滞在施設を確保するとともに、水・食糧などの必要な備蓄品を配備しま

す。 

◆ 駅周辺帰宅困難者対策協議会の活動支援の充実  

会議運営や本部運営・一時滞在施設への誘導訓練、資機材の配備など、帰宅困難者対策協議会

に対する支援を充実し、協議会体制の強化を図ります。 

◆ 事業者への一斉帰宅抑制の啓発  

東京都の「一斉帰宅抑制推進モデル企業」をホームページで広く周知するなど、区内の事業者

に対し、災害時の一斉帰宅抑制について周知・啓発を行います。 

 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

目黒駅周辺地域で発生する滞留者・帰宅困難者見込数 

 

出典：目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会「目黒駅周辺地域エリア防災計画」（平成２９（２０１７）年３月） 
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中目黒駅周辺地域で発生する滞留者・帰宅困難者見込数 

 

出典：中目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会「中目黒駅周辺エリア防災計画」（令和２（２０２０）年３月） 

 

施策⑤  被災者の生活再建支援  

■施策の概要  

 

 すべての被災者が平等に迅速に生活再建への支援を受けられるようにな

るとともに、都市復興に向けた計画づくりを進めることにより、区民が引

き続き、安全・安心に住み続けられるようになることを目指します。 

関係するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、平成３０（２０１８）

年度に導入した東京都被災者生活再建支援システムを全庁的に活用し、住

家被災認定調査、罹災証明書発行、被災者台帳の作成まで一貫した実施体

制を構築し、被災した住民等の生活再建を迅速かつ的確に支援していくと

ともに、生活再建の備えとして、平成２０（２００８）年度から実施して

いる地籍調査事業を着実に推進していきます。また、情報通信技術を活用

したオンラインによる都市復興計画の策定などのシミュレーションも行い

ます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

被災者生活支援システム操作が円滑に行
える職員数 

５人 １００人 

地籍調査事業の進捗率 ８．５％ １６．８％ 
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■現状と課題  

 

○ 大規模災害によって区民の生命や財産等に甚大な被害が発生した場合、被災者である区民

が日々の暮らしを再建し、一日も早く安定した状態を取り戻すことができるよう、目黒区

として必要な支援を行うとともに、防災関係行政機関と連携しながら、被害を受けた地域

の都市機能の回復を図り、将来に向けて区民が安心して快適に暮らすことのできる街づく

りを進める必要があります。 

○ この課題を解決するため、国は、災害発生時に被災者に対して支援漏れや手続の重複をな

くし、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的に実施するため、個々の被災者の被

害状況や支援状況、配慮事項等を一元化した「被災者台帳」の作成を各自治体に依頼し、

今後、この被災者台帳を活用して、各自治体が被災者の生活再建に迅速に対応していくこ

とを推進しています。また、道路等と民有地の境界を明確にしておくことにより、区民等

が迅速かつ効率的に生活再建ができます。区は、国が策定した第７次国土調査事業十箇年

計画に基づき、地籍調査事業を推進しています。 

 

 

■主な取組  

◆ 迅速な罹災証明書の発行・被災者台帳の作成  

地震、風水害等の災害が発生した場合に被災者生活再建支援システムにより住家被害認定調査

を短期間で完了し、迅速な罹災証明書の発行を行うとともに、被災者台帳を作成し、被災者への

漏れのない生活再建支援を行います。 

◆ 被災者生活再建支援システム操作研修の実施  

継続して職員への研修を行い、災害発生時の住家被害認定調査結果のデータ化、罹災証明書発

行から、各種支援給付や国民健康保険、税の減免等まで、短期間に処理可能な体制を構築しま

す。 

◆ 地籍調査事業の推進  

大規模地震等の災害時、早期の生活再建等が実現できるよう、国土調査法に基づき、道路及び

水路等の公共物と民有地との土地境界を確認します。 

◆ ＩＣＴを活用した都市復興システムの構築  

新しい生活様式を踏まえ、情報通信技術を活用し、職員がオンラインで都市復興計画の策定な

どを行えるようなシステムの構築を目指します。 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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シミュレーションによる区内建物の被害数 

 

被害想定（平成２４（２０１２）年４月 東京都防災会議） 

東京湾北部地震 （マグニチュード７．３）＊熊本地震と同じ大きさ 

区内の最大震度 ６強 

 

施策⑥  災害時における情報収集・発信力の強化  

■施策の概要  

 

 災害時における情報の発信・受信体制を強化することにより、区民が安

全で安心して住み続けられるまちづくりを進めていきます。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、幅広い世代の区民に必

要な情報が行き渡るとともに、被害の状況がリアルタイムで収集できるよ

う、最新の技術を活用した情報発信や情報収集のあり方について、運用面

での課題を整理しながら、調査・研究を進めていきます。また、デジタル

デバイド（情報格差）を解消し、パソコンやスマートフォンをもっていな

くても必要な避難情報が行き渡るような取組を、費用対効果も検証しなが

ら進めていきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

防災行政無線等と連動した情報発信手段
に対する区民の認知度 

－ １０％増 

民間のアプリケーションを活用した情報
発信手段に対する区民の認知度 

－ １０％増 

ケーブルテレビを活用した情報発信手段
に対する区民の認知度 

－ １０％増 
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■現状と課題  

 

○ 近年の水害や土砂災害においては、避難勧告等や防災気象情報が、区民に対し十分に伝達

できていない等の課題が挙げられており、迅速かつ的確な情報伝達のための取組が一層求

められています。目黒区ではこれまで防災行政無線が区民への一斉情報伝達手段として重

要な役割を果たしてきましたが、雨・風の強い気象環境下や密閉性の高い室内からは聞こ

えづらいといった課題もあります。 

○ 一方、災害時の情報集約については、各部局で収集した様々な情報を全庁で迅速に共有す

るため、災害情報共有システムを活用して、目黒区内の被害発生や対応状況、避難所の開

設・運営状況などの情報の集約・共有を効率的に行うこととしました。 

○ 今後は、ＳＮＳなど様々なツールを活用して、幅広い世代の区民を対象に、必要な情報が

行き渡り、かつ、目黒区も必要な情報を吸い上げる仕組みを構築していく必要がありま

す。 

■主な取組  

◆ 避難情報の情報格差（デジタルデバイド）の解消  

固定系防災行政無線の補完措置として、パソコンやスマートフォンをもっていない家庭などに

も避難情報が行き渡るような仕組みを構築し、情報格差の解消に努めます。 

◆ 新たな情報発信の仕組みの構築  

区民等に対して正確・迅速に必要な情報が伝達されるよう、防災行政無線のデジタル化も踏ま

え、防災行政無線やテレビ等のメディアと連携した、新たな災害情報発信の仕組みを構築しま

す。 

◆ 民間のアプリケーションを活用した情報受発信環境の整備  

民間のアプリケーションを活用した情報収集、情報発信について調査・研究を行い、区民がい

つでも、どこでも、避難所の情報や被害の状況など、災害に関する情報を受発信できる環境を整

備します。 

◆ ケーブルテレビを活用した情報発信  

ケーブルテレビを活用した防災情報の発信（テレビプッシュ）を更に充実していくために、ケ

ーブルテレビ回線利用者の拡大を図るための制度を検討します。 

 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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災害情報収集の手段（複数回答） 

 

出典：第４６回目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施） 

 

施策⑦  災害時の医療連携の推進  

■施策の概要  

 

 発災直後の混乱下においても必要な医療が提供できる体制整備を進めて

いきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、目黒区医師会等や緊急

医療救護所を設置する病院等との必要な協議、連携によって、最新情報に

基づく医療資器材の整備や医薬品の備蓄を図るとともに、目黒区医師会

等、関係機関の助言を踏まえた行動マニュアルを策定し、マニュアルに基

づく訓練の積み重ねによって対応力の充実を目指していきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

緊急医療救護訓練を実施する医療機関数 ０か所 ９か所 
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■現状と課題  

 

○ 発災直後は、家屋の倒壊や火災等による多数の負傷者が想定され、迅速な医療救護が必要

となります。このため、目黒区内の病院の敷地内等に緊急医療救護所等を立ち上げ、発災

直後の混乱下においても必要な医療が提供できる体制整備を推進しておかなければなりま

せん。緊急医療救護所等を立ち上げるためには、日頃から医療資器材の配備と医薬品の備

蓄を進め、医療従事者との協議や連携、情報伝達を含めた緊急医療救護所を中心とした訓

練の積み重ねがとても重要になります。 

 

目黒区における被害想定（東京湾北部地震（冬 18時 風速 8m/s）） 

 

出典：東京都防災会議（平成２４（２０１２）年） 

 

■主な取組  

◆ 災害時医療体制整備に係る関係機関との連携強化  

目黒区医師会等、関係機関と緊急医療救護所等で使用する医療資器材や医薬品、行動マニュア

ルや訓練に係る協議を行うことで、相互理解と情報共有を促進し、連携強化を図っていきます。 

 

■関連計画  

・目黒区地域防災計画 

・目黒区保健医療福祉計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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施策⑧  災害時要配慮者支援の推進  

■施策の概要  

 

 地域包括支援センター、町会・自治会などの地域コミュニティや民生委

員・児童委員等が連携し、避難行動要支援者と顔の見える関係づくりに取

り組み、災害時の円滑かつ迅速な避難の確保に努めます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、避難行動要支援者一人

ひとりの状況に配慮し、必要な支援を提供することにより、誰一人取り残

すことなく災害から命を守ることができるよう、地域全体で避難行動要支

援者を支える仕組みづくりを進めます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

避難行動要支援者名簿（登録者名簿）を
提供する町会・自治会の割合 

５０％ ８０％ 

福祉避難所指定施設数 ２４か所 ３５か所 

災害時個別支援プランの作成件数 ５９４件 ７，０００件 

 

■現状と課題  

 

○ 近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。発災時に高齢者や障

害者が犠牲となる割合は被災者全体の６割を超えています。発災時に障害者、高齢者、外

国人、妊産婦等の要配慮者を誰一人取り残さないためには、情報提供、避難、避難生活等

様々な配慮が重要とされ、要配慮者に関する名簿（避難行動要支援者名簿）の整備・活用

の促進が求められています。さらに、迅速な避難支援等を行うため、令和３（２０２１）

年５月に災害対策基本法において避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が区市町村

の努力義務となりました。 

○ 発災時に、避難行動要支援者への避難情報等の伝達や、安否確認・避難支援を迅速かつ確

実に行い、避難生活において必要な支援が受けられるよう、地域における住民同士の顔の

見える関係づくり、避難行動要支援者名簿や個別避難計画の作成促進、防災・福祉等関係

機関同士の情報共有、連携体制の整備に取り組む必要があります。 
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■主な取組  

◆ 避難支援対策の推進  

災害から自ら身を守るために適切な行動をとることが特に困難な高齢者、障害者、要介護認定

者、妊産婦や乳幼児、日本語を十分に理解することが困難な外国人等の要配慮者が円滑かつ迅速

に避難できるよう、避難行動要支援者名簿の作成、地域避難所への配備や、個別支援プランの作

成を促進します。また、防災訓練の一環として、避難支援訓練を実施します。さらに、地域で顔

の見える関係をつくり、日頃から地域住民と協力関係を築くことができるよう支援します。ま

た、介護・福祉事業者等が必要な支援を継続して提供できるよう連携体制の整備を進めます。 

◆ 地域避難所における要配慮者支援の推進  

災害時に要配慮者が安心して地域避難所で生活を送ることができるように、状況に配慮した情

報提供、多言語対応等も含めたコミュニケーション手段の確保、相談窓口の設置など生活上の

様々な支援対策に取り組むとともに、感染症対策も踏まえた避難所の開設・運営に必要な備蓄品

や資機材などを整備していきます。 

◆ 福祉避難所における要配慮者支援の推進  

福祉避難所指定施設の拡大や備蓄品の充実、専門職等人的支援の確保に努め、発災時の要配慮

者の受入れ態勢の強化を図ります。災害時に要配慮者が生活上の配慮を受け、安心して福祉避難

所で生活できるよう、感染症への対策を検討するとともに、必要な資機材・物資等の点検・整備

を行い、避難所としての機能の維持を図ります。また、発災時対応マニュアルを更新し、より実

効性のあるものになるよう見直しを図っていきます。 

◆ 在宅避難生活の支援の推進  

避難所以外の自宅等に滞在（在宅避難）する要配慮者が安心して生活を送ることができるよ

う、在宅避難者の情報や必要な支援の把握、物資提供や福祉サービス等支援の方法等、生活環境

の確保が図れるよう支援策を整備します。 

■関連計画  

・目黒区保健医療福祉計画 

・目黒区障害者計画 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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政策(2) 日常生活における安全・安心の確保  

 

■１０年後の姿 

 

防犯設備の整備等を通じて、特殊詐欺、窃盗、自転車盗などの犯罪発生件数を抑え、犯罪のない

安全なまちづくりを実現しています。 

区内町会・自治会等による自主的なパトロール活動が活発的に行われ地域の防犯力が向上し、自

主防犯意識が地域に深く根付いています。 

区民が主体的に必要かつ的確な情報を収集し、商品やサービスを選択する力を身に付け消費生活

をめぐるトラブルが減少しています。 

消費者としての意識が高まり、区民一人ひとりが持続可能な社会の形成に貢献する消費⾏動を選

択しています。 
 

  

■現状と課題  

 

目黒区の犯罪状況について、刑法犯認知件数は減少傾向を続けています。令和２（２０２０）年

は１，４４４件の発生件数となり、前年に比べ３７０件の減少がみられました。しかし、不審電話

等による特殊詐欺は手口が巧妙化し、被害額も約２億円に上る状況があり、依然として被害が発生

する状況は続いています。目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施）では、「日常生活の安

全・安心」について約９０％の区民が「重要である」又は「まあ重要である」と選択しており、区

民から高い割合で防犯対策への要望が寄せられています。 

 区は、区民の安全・安心を確保するため、区内警察署や防犯協会、町会・自治会と連携し、犯罪

抑止につながる取組の推進や設備の整備を通じて、犯罪のない、安全な地域づくりをより一層推進

していく必要があります。 

 また、近年、スマートフォンの普及や情報技術の発展によって、消費者を取り巻く環境も、目ま

ぐるしく変化しています。ＳＮＳを利用した勧誘による投資のトラブルなど、悪質商法をはじめと

した手口も多様化し、高齢者のみならず若年層に対する消費者被害も防止する必要があります。消

費者啓発の充実と講座の開催などの学習機会の提供により、消費者教育が一層重要となっていま

す。 

 

 

■区政評価指標  

 

区政評価指標 

日常生活において、犯罪やトラブルへの不
安を抱えることなく、安心して暮らせるま
ちになっていると感じる区民の割合 

現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

６７．９％ ７５％ 
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■施策一覧 

 

施策① 日常生活における犯罪被害の防止  

【主な取組】 

・ 生活安全パトロール（青パト）による区内巡回パトロール 

・ 「生活安全緊急メール」による防犯啓発 

・ 自転車盗難防止対策 

施策② 地域防犯ボランティアの活動促進  

【主な取組】 

・ 地域防犯ボランティアへの活動支援 

・ 地域安全パトロールの推進 

・ 地域団体への防犯研修の開催 

・ 学生防犯ボランティアの結成促進・活動支援 

施策③ 防犯設備の整備促進  

【主な取組】 

・ 町会・自治会等の街頭防犯カメラ整備の促進 

・ 電話による特殊詐欺『アポ電』被害防止事業 

施策④ 消費者啓発と被害防止  

【主な取組】 

・ 消費者被害防止のための消費者教育・啓発の充実 

・ 区民の消費者力向上のための活動支援 

・ 消費生活相談の充実 

・ 消費生活センター機能並びに地域ネットワークと連携した消費者被害防止の充実 
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施策①  日常生活における犯罪被害の防止  

■施策の概要  

 

 地域住民や地域団体等と連携を図り、犯罪のないまちづくりのための防

犯対策を推進していきます。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、災害に強く犯罪のな

い、安全な地域づくりを進めるため、「地域住民を主体とした防犯対策」

「生活安全に関する意識啓発と情報提供」「犯罪から区民を守る地域体

制」の充実に取り組んでいきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

「生活安全緊急メール」の登録者数 ９，０００人 １５，０００人 

自転車盗難被害状況 ４２９件 ２００件 

 

■現状と課題  

 

○ 区は、災害に強く犯罪のない、安全な地域づくりを進めるため、「地域住民を主体とした

防犯対策」「生活安全に関する意識啓発と情報提供」「犯罪から区民を守る地域体制づく

り」に取り組んでいます。 

○ 目黒区の刑法犯認知件数について、令和２（２０２０）年は１２月末で１，４４４件の発

生となりました。令和元（２０１９）年に比べ、３７０件の減少となり、減少の内訳とし

ては窃盗犯の件数減が顕著に表れ、総体として、２０．４％の減少がみられました。 

○ しかし、依然として自転車盗、商店街における店舗への侵入盗などの被害が多く発生して

おり、特に自転車盗については総件数に占める割合が非常に高くなっています。 

○ 「犯罪のないまちづくり」の実現に向けて、自転車盗、侵入盗等への対策を推進し、生活

安全パトロールによる区内巡回パトロール及びメールマガジン等による区民に向けての防

犯啓発等の防犯対策が求められています。 
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目黒区刑法犯認知件数（平成２８（２０１６）年から令和２（２０２０）年） 

 

 

 

■主な取組  

◆ 生活安全パトロール（青パト）による区内巡回パトロール  

目黒区の防犯対策、体感治安向上のため、生活安全パトロール（青パト）による、区有施設、

学童保育クラブ、小学校、中学校、体育館等への区内巡回パトロールを２４時間３６５日行いま

す。 

◆ 「生活安全緊急メール」による防犯啓発  

目黒区のメールマガジンに登録した方に、警視庁から送られてくる「メールけいしちょう」か

ら得られた防犯情報等を発信し、防犯啓発を行い、区民の防犯意識の向上を目指します。また、

緊急メールの登録者を増加させるため、区報等による啓発を行います。 

◆ 自転車盗難防止対策  

自転車の盗難が多発している地域の実情を調査・分析し、自転車利用者に対する広報啓発を町

会・自治会、商店街等と連携して行います。その際、短時間の駐輪時においての施錠の徹底や防

犯性能の高い鍵の利用、二重ロックによる盗難防止を推奨していきます。 

■関連計画  

・目黒区安全・安心プラン 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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施策②  地域防犯ボランティアの活動促進  

■施策の概要  

 

目黒区生活安全対策協議会からの提言を受け、区民・区内事業者・警察

及び目黒区が協働して事件・事故等の未然防止に努める協力体制の強化を

進めています。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、町会・自治会、学生な

ど地域住民を中心とした防犯ボランティアの育成や、パトロール活動の支

援などを行っていきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

地域安全パトロール加入現況（団体） １１６団体 ２００団体 

地域安全パトロール加入現況（個人） １７２人 ３００人 

 

■現状と課題  

 

○ 区は、区民の生活安全に関する意識の高揚及び犯罪、事故等を防止するための自主的な活

動の推進を図り、もって安全な区民生活の維持に寄与することを目的として、生活安全条

例を定めています。この条例に基づき設置した目黒区生活安全対策協議会において「目黒

区地域安全パトロール協力会」の創設の提言を受け、区民・区内事業者・警察及び区が協

働して事件・事故等の未然防止に努める協力体制の強化が求められています。 

○ しかし、目黒区の犯罪発生状況において、侵入盗や出店荒らし等の被害が発生している状

況が依然として報告されています。「犯罪のないまちづくり」の実現に向けて、地域防犯

ボランティアへの支援・情報提供及び町会・自治会、商店街等への防犯ボランティア活動

の促進活動が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



基本目標 5 安全で安心して暮らせるまち 

253 

 

地域安全パトロール加入現況（平成２８（２０１６）年から令和２（２０２０）年） 

 

 

 

■主な取組  

◆ 地域防犯ボランティアへの活動支援  

防犯ボランティア活動をより行いやすくするため、町会・自治会等地域防犯ボランティアに対

して、ベスト、帽子、腕章、誘導灯等の貸与及び防犯ボランティア団体傷害保険の加入を行いま

す。 

◆ 地域安全パトロールの推進  

散歩中において行える、町内見回り活動を兼ねたパトロール活動「わんわんパトロール」の周

知、説明等を多様な手段により行うなど、地域安全パトロール参加者数を増加させます。 

◆ 地域団体への防犯研修の開催  

地域団体等に対し、防犯パトロールのスキル向上、継続的で自律的な活動及び効果的・効率的

なパトロールを可能とすることを目的とした「地域安全パトロール研修会」を行います。 

◆ 学生防犯ボランティアの結成促進・活動支援  

地域の防犯力を高めるため、防犯主体を町会・自治会、事業所、ＰＴＡ等に限らず、区内大学

との協働を進め、学生防犯ボランティア団体の結成、育成及び活動促進を支援します。 

■関連計画  

・目黒区安全・安心プラン 

・目黒区国土強靱化地域計画  
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施策③  防犯設備の整備促進  

■施策の概要  

 

 目黒区生活安全対策協議会において、事件発生に対して大きな抑止力と

なりうる防犯カメラ等の防犯設備の整備促進及び特殊詐欺被害防止対策の

推進についての提言が提出されたことを受け、防犯設備の整備促進を図っ

ていきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、地域住民や地域団体等

の連携を図り、防犯カメラの整備に対する補助や、電話による特殊詐欺

『アポ電』被害防止事業といった取組を通じて、「犯罪のないまちづく

り」のための防犯対策を推進していきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

防犯カメラを整備している町会・自治会
数 

４７団体 全団体整備 

電話による特殊詐欺被害防止を目的とし
た機器の設置数 

７８４台 ２，４００台 

 

■現状と課題  

 

○ 目黒区生活安全対策協議会から、事件発生に対して大きな抑止力となりうる防犯カメラ等

の防犯設備の整備促進及び特殊詐欺被害防止対策の推進についての提言が提出され、区は

これらの取組を進めてきました。 

○ 区内の刑法犯認知件数は年々減少する傾向にありますが、過去には、区内において重大事

件等が発生したこともあります。その際、検挙の糸口として、防犯カメラが効果的に活用

された事案がありました。また、特殊詐欺被害については、令和２（２０２０）年は件数

が減少に転じたものの、騙しの手口も巧妙化していることから、継続的な対策が求められ

ています。 

○ 「犯罪のないまちづくり」の実現に向けて、町会・自治会等への防犯設備（防犯カメラ）

の整備促進及び特殊詐欺被害防止対策の更なる推進が求められています。 
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■主な取組  

◆ 町会・自治会等の街頭防犯カメラ整備の促進  

町会・自治会、商店街等に対して、防犯カメラの設置の働きかけを行い、防犯カメラ設置補助

事業補助金の活用による設置促進を図り、公共の道路、公共の空間の安全・安心を確保します。 

◆ 電話による特殊詐欺『アポ電』被害防止事業  

区内在住の高齢者を対象として、特殊詐欺犯罪対策のため、電話による特殊詐欺『アポ電』被

害防止の事業を推進します。 

■関連計画  

・目黒区安全・安心プラン 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

特殊詐欺被害件数（平成２８（２０１６）年から令和２（２０２０）年） 
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施策④  消費者啓発と被害防止  

■施策の概要  

 

 消費生活講座の開催や消費生活展、パネル展示などの様々な機会を捉

え、消費者被害の防止に努めるとともに、環境に配慮した消費⾏動の普及

啓発など、安全で安心して暮らせるまちの実現と、持続可能な社会の形成

に貢献する消費⾏動を促進する取組を進めます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、消費者への正しい情報

の提供や被害に遭った場合の相談体制の充実を図ります。また、持続可能

な社会の形成に貢献する消費⾏動を促進していくために、地域全体に消費

者教育を受けられる機会を提供し消費者の自立を支援していきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

目黒区消費生活センターのメールマガジ
ン登録者数 

１，６８１人 ２，０００人 

消費生活サポーター（消費者力アップ講
座修了者）の数 

８７人 １２０人 

消費者トラブル防止に向けた研修・講演
会等の開催数 

５回／年 ２０回／年 

 

■現状と課題  

 

○ 近年、スマートフォンの普及や情報技術の発展によって、消費者を取り巻く環境は、目ま

ぐるしく変化しています。ＳＮＳを利用した勧誘による消費者トラブルをはじめ、悪質商

法の手口も多様化しています。令和２（２０２０）年度に消費生活センターに寄せられた

相談件数は２，６５５件で、そのうち６５歳以上の高齢者からの相談は２１．７％と高い

割合を占めています。高齢者の消費者被害防止のためには、消費者教育や地域ぐるみでの

対策が必要です。 

○ また、成年年齢が１８歳に引き下げられることにより、若者を狙った悪質商法などによる

被害や消費者トラブルが増加することが懸念されます。若者に多い消費者トラブルの事例

の紹介など、若年層への消費者教育に取り組んでいく必要があります。 

○ さらに、持続可能な社会の形成に向けて、消費者一人ひとりの自立を支援することが必要

となっています。子ども、若者、高齢者など広く区民に普及啓発を進めるとともに、地域

全体で被害を未然に防ぐ仕組みの構築や、被害に遭った方へのフォローの充実を図る必要

があります。 
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■主な取組  

◆ 消費者被害防止のための消費者教育・啓発の充実  

消費者被害を未然に防ぐため、高齢者や若者など消費者トラブルに遭いやすい年齢層を対象と

した啓発冊子の発行などの情報提供や、消費生活講座の企画・開催、講師派遣、出張講座等、

「新しい生活様式」を踏まえた、消費者教育・啓発の充実により、区民の消費者力の向上に取り

組みます。 

◆ 区民の消費者力向上のための活動支援  

消費者力アップ講座、消費者団体の自主学習助成など、区民の暮らしに役立つ情報と学習機会

を提供し、消費者一人ひとりの自立を支援します。さらに持続可能な社会の形成に貢献するエシ

カル消費などの消費行動の普及啓発に取り組みます。 

◆ 消費生活相談の充実  

多様化、複雑化している消費者トラブルに対して、相談員の研修や関係機関との連携等によ

り、消費生活相談の機能を強化し、ＩＣＴの活用等や消費者の多様な特性に応じた、消費者被害

の相談に取り組みます。 

◆ 消費生活センター機能並びに地域ネットワークと連携した消費者被害防止の充  

  実  

消費者基本計画並びに目黒区消費生活基本条例に基づき、消費生活センターの機能の充実を図

るとともに、見守りネットワークをはじめとした、支え合い活動を行う地域の関係機関等と連携

し、高齢者等の何らかの支援が必要な人の見守りにより、地域全体で、被害の未然防止、早期発

見など消費者被害防止の取組を進めていきます。 

■関連計画  

・目黒区保健医療福祉計画 

 

  

消費生活啓発冊子等
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政策(3) 災害に強い街づくり  

 

 

■１０年後の姿 

 

 木造住宅密集地域で、災害時の延焼遮断や避難路、緊急車両の通行路となる道路の整備などが進

み、地域の防災性と住環境が向上しています。 

 建築物の耐震化が進み、地震による建物の倒壊や地震火災の被害を最小限にとどめ、災害に強い

街づくりが進んでいます。 

 狭あい道路の解消が進み、災害時の避難・救助活動が円滑に行われる安全で安心して暮らせる街

づくりが進んでいます。 

 道路の無電柱化が進み、電線類の被災が軽減しライフラインの安定供給が確保され、都市防災機

能が向上しています。 

 豪雨対策が進み、水害から区民の生命が守られ財産被害が軽減し、また、出水時も必要不可欠な

都市機能が確保されています。 
 

  

■現状と課題  

 

 国の地震調査委員会では、今後３０年以内にマグニチュード７クラスの首都直下地震が７０％程

度の確率で発生するとの見解が示され、東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の

被害想定」では、特に区部の木造住宅密集地域において大きな被害が想定されています。また、地

球温暖化等の影響で、台風やゲリラ豪雨が大規模化・激甚化しており、自然災害により甚大な被害

が発生する危険性は従来にも増して高まっています。 

 目黒区世論調査（令和２（２０２０）年度実施）においては、「今後１０年間で特に優先すべき

施策」として「災害に強い街づくり」と回答する人が最も多くなるなど、災害に強い街づくりの必

要性は区民意識としても高まっています。 

 災害に強い街づくりを推進するためには、区民、地域団体、企業、そして目黒区がそれぞれの役

割を理解し、助け合う自助・共助・公助の連携・協力体制のもと、区として、住宅や施設、都市基

盤の防災・減災機能の向上を推進していく必要があります。 

 

 

■区政評価指標  

 

区政評価指標 

様々な対策を通じて災害に強い住環境が整
備されていると感じている区民の割合 

現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

４０．４％ ５５％ 
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■施策一覧 

 

施策① 木造住宅密集地域の整備の促進  

【主な取組】 

・ 道路整備と一体的な沿道まちづくりの推進 

・ 建物の共同化の促進 

・ 不燃化建替えの支援 

・ 公園等の公共施設整備 

施策② 建築物等の耐震化促進  

【主な取組】 

・ 住宅の耐震化促進 

・ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 

・ ブロック塀等の建替え促進 

施策③ 狭あい道路の拡幅整備  

【主な取組】 

・ 狭あい道路の拡幅整備 

・ 後退用地内にある塀などを撤去する工事費用の一部助成と隅切り用地奨励金 

・ 路線別拡幅整備 

施策④ 無電柱化の推進  

【主な取組】 

・ 無電柱化の推進 

施策⑤ 豪雨対策の推進  

【主な取組】 

・ 流域対策（雨水流出抑制）の推進 

・ 家づくり・まちづくり対策の推進 

・ 避難・防災対策の推進 

・ 環境配慮型の道路整備 
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施策①  木造住宅密集地域の整備の促進  

■施策の概要  

 

 東日本大震災の発生により「国土・地域の安全・安心なくして我が国の

持続的な発展はない」ことが改めて再認識されました。 

 災害による死者や被災者を減らし、災害がもたらす経済的な損害を大き

く減らすため、様々な施策を通じて災害に強い安全で良質な市街地の形成

を図ります。 

関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえて、目黒区は、区民や事業者、国や

東京都と連携しながら、木造住宅密集地域の整備、災害時の延焼遮断や避

難路、緊急車両の通行路となる道路整備など都市構造の改善を進めていき

ます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

不燃化特区（※１）内の不燃領域率 
（※２） 

６０．５５％ ７０％ 

※１ 不燃化特区とは、老朽建築物の建替えや除却への助成など特別な支援により不燃化を推進する地区。 

現在、目黒区内では「目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区」が指定されている。 

※２ 不燃領域率とは、市街地の「燃えにくさ」を表す指標。建築物の不燃化や道路、公園などの空地の状況

から算出し、不燃領域率が７０％を超えると市街地の焼失率はほぼ０となる。 

■現状と課題  

 

○ 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、東京都では平成８（１９９６）年に防災都市づくり推

進計画を策定し、市街地の防災性の向上に取り組んできました。 

○ 東日本大震災以降、区民の生命と財産を守るための早急な防災対策の重要性が改めて浮き

彫りとなりました。国の地震調査委員会では、今後３０年以内にマグニチュード７クラス

の首都直下地震が７０％程度の確率で発生するとの見解が示されています。 

○ 東京都においても、平成２４（２０１２）年４月に東京都防災会議が公表した「首都直下

地震等による東京の被害想定」にて、特に区部の木造住宅密集地域における大きな被害が

想定されるなど、当該地域の不燃化・耐震化などの実効性ある対策が急務となっていま

す。 

○ 防災まちづくりの必要性は区民の意識にも表れており、目黒区世論調査（令和２（２０２

０）年度実施）において「今後１０年間で特に優先すべき施策」として「災害に強い街づ

くり」と回答する人が最も多くなっています。 
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■主な取組  

◆ 道路整備と一体的な沿道まちづくりの推進  

都市計画道路等の整備に併せて、地域の防災性向上と良質な市街地の形成を図るため、道路整

備により敷地が狭小となる権利者の生活再建や沿道建築物の不燃化促進、共同化など合理的な土

地利用を推進する「道路整備と一体的に進める沿道まちづくり」を東京都と連携しながら進めま

す。 

◆ 建物の共同化の促進  

複数の隣接する敷地を共同で活用し、防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、

安全・安心で、快適な利便性の高い、活気のあるまちを形成するため、老朽化した建築物を除却

し、防災性能を備えた建築物と道路等の公共施設を整備します。 

◆ 不燃化建替えの支援  

耐火建築物又は準耐火建築物への建替えにかかわる費用を助成し、建替えによる耐震化と不燃

化率の推進を図ります。また、建替えに際して、建物所有者等に向けた相談会や近隣で協力して

生活再建を図る方に向けた勉強会等を開催していきます。 

◆ 公園等の公共施設整備  

公園等の少ない木造住宅密集地域において、既存公園の拡張や新設公園･広場の整備を進め、

区域内の公園面積を引き上げるとともに、地域によっては円滑な避難に有効な幅員４ｍ以上６ｍ

未満の道路（防災生活道路）への拡幅整備を進め、防災上重要な道路のネットワークを確保する

など、公共施設の整備に取り組みます。 

■関連計画  

・目黒区都市計画マスタープラン 

・目黒区住宅マスタープラン 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区国土強靱化地域計画 

・目黒区みどりの基本計画 

・目黒区生物多様性地域戦略「ささえあう生命（いのち）の輪 野鳥のすめるまちづくり

計画」 

 

 

 

 

                          

 
公園等の公共施設整備の事例 

（西小山ニコニコ広場） 

道路整備と一体となった街づくりで 

建替えられた共同化建築物事例 

（目黒本町五丁目２４番地区防災街区整備事業） 
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施策②  建築物等の耐震化促進  

■施策の概要  

 

 旧耐震基準の建築物を中心に耐震化を支援し、また、道路沿いの安全性

が確認できないブロック塀等の建替えを支援して、地震による倒壊の被害

を最小限にとどめるよう取り組んでいきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、旧耐震基準の建物に対

して関係団体の協力のもと、耐震性の必要性を周知し、国や東京都の補助

制度を活用して耐震化を進めます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

住宅の耐震化率 
８９．１％ 

（令和２年度末） 
１００％ 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化率 
８４．３％ 

（令和２年度末） 
１００％ 

 

■現状と課題  

 

○ マグニチュード７クラスの首都直下地震が、今後３０年以内に７０％程度の確率で発生す

ると予測されています。 

○ また、東京都防災会議の首都直下地震等による東京の被害想定によると、建物被害は、東

京湾北部地震等で想定した規模（Ｍ７．３）において、区部の木造住宅密集地域を中心に

発生し、人的被害のうち死亡の原因は、揺れによる建物倒壊や地震火災を原因とするもの

が多いとされています。また、ブロック塀等による被害も想定されています。 

○ 目黒区の被害想定は、東京湾北部地震（冬１８時・風速８ｍ／ｓ）の場合で建物の全壊が

２，５３８棟、半壊が６，１２６棟と想定され、ブロック塀等による人的被害も１３５人

と想定されています。 

○ 目黒区耐震改修促進計画では、令和７（２０２５）年度までに目黒区の住宅の耐震化率９

５％を目標に耐震化に取り組んでいます。今後、地震の被害を最小限にするために耐震化

を促進する必要があります。 
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■主な取組  

◆ 住宅の耐震化促進  

耐震アドバイザー派遣制度や耐震診断・耐震改修の助成制度を設けており、耐震化の重要性と

ともに各助成制度に関する周知を積極的に行い、住宅の耐震化をより一層促進します。 

◆ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進  

補強設計や改修、除却・建替えの助成制度を設けており、戸別訪問や耐震化に関する助成制

度、イベントなどの案内の送付を積極的に行い、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進し

ます。 

◆ ブロック塀等の建替え促進  

震災時に通行機能を確保し、耐震化を促進するため、区内の道路沿いのブロック塀等の所有者

に対して、適切な維持管理の依頼や助成制度を案内し、ブロック塀等の建替えを促進します。 

 

■関連計画  

・目黒区耐震改修促進計画 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区都市計画マスタープラン 

・目黒区住宅マスタープラン 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

目黒区の被害想定（冬１８時・風速８ｍ／ｓ） 

 

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」（平成２４（２０１２）年４月） 
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施策③  狭あい道路の拡幅整備  

■施策の概要  

 

 狭あい道路沿いの住宅等の建替え時を捉えて、公民の協働により、狭あ

い道路を拡幅整備することによって、地震に起因する建築物の倒壊や延焼

などによる交通分断、災害時や緊急時の消火・避難や救助活動などの円滑

化につながり、災害によって命を失う人や被害を受ける人の数を減らすこ

とにつながります。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、すべてのインフラの基

礎となる道路の整備を行うことで、安全で安心して暮らせるまち、災害に

強い街づくりを進めていきます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

区内狭あい道路のうち拡幅整備済み割合 ６０．２％ ６８％ 

 

■現状と課題  

 

○ 目黒区内には、道路幅員が４ｍに満たない狭あい道路が数多く存在しています。 

○ 狭あい道路は、地震による建築物の倒壊や延焼などによる交通分断、災害時や緊急時の消

火・避難や救助活動などに支障となっています。また、日常生活でも、通風や採光、景観

など住環境や、緊急車両、一般交通に多大な影響を与えています。 

○ 狭あい道路に接する敷地での建築などに伴い、４ｍの空間は確保されていきますが、「目

黒区狭あい道路の拡幅整備に関する条例」に基づき拡幅整備を推進することにより、道路

として整備が進むことになります。 

○ 地域の防災・減災機能を向上させるため、また、日常生活における安全で快適な通行のた

め、安全な移動環境や歩行空間の確保のためにも、狭あい道路の解消は喫緊の課題となっ

ています。 

○ 安全で安心して暮らせるまち、災害に強い街づくりのため、地域住民の理解協力のもと

に、狭あい道路の解消が求められています。 
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■主な取組  

◆ 狭あい道路の拡幅整備  

目黒区が管理している道路で、建築基準法第４２条第２項の後退部分を寄付または無償使用承

諾をされた場合、拡幅整備工事を行い道路へ編入していきます。また、私道で整備委託があった

場合の拡幅整備工事を行っていきます。 

◆ 後退用地内にある塀などを撤去する工事費用の一部助成と隅切り用地奨励金  

目黒区が拡幅整備工事をする後退部分にある柵、塀、擁壁等の撤去及び後退後に擁壁を新設す

る工事費用の一部助成を行っていきます。また、狭あい道路に接する隅切り用地で区が拡幅整備

工事を行った場合に隅切り用地奨励金の助成を行っていきます。 

◆ 路線別拡幅整備  

祐天寺駅周辺整備計画（令和３（２０２１）年４月）に基づき、木造住宅が密集している地域

の防災性向上のため、目黒区が管理する道路で、路線の測量や土地所有者との折衝及び拡幅整備

工事を行う路線別拡幅整備の導入を検討し、実施していきます。 

■関連計画  

・目黒区都市計画マスタープラン 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区住宅マスタープラン 

・目黒区耐震改修促進計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

区内狭あい道路のうち整備済み割合 

 

＊狭あい道路総延長 163.9kｍ 
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施策④  無電柱化の推進  

■施策の概要  

 

 目黒区は、都市防災機能の向上、安全で快適な歩行空間の確保、都市景

観の向上及び良好な住環境の形成を図るため、「目黒区無電柱化推進計

画」に基づき区道の無電柱化を推進していきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、区が管理する道路の無

電柱化を推進することにより、自然災害に対する強靭性及び適応力を強化

し、災害に強い街づくりを進めていきます。 

 また、推進に当たっては、地域住民と行政、関係事業者が協力し円滑な

事業推進が図られるように行政が主体となって働きかけを行っていきま

す。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 

 

 

 

■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

区道の無電柱化率 １２．５％ １６．５％ 

 

■現状と課題  

 

○ 近年電柱が倒壊し大規模停電が発生する自然災害が多発しています。また、電柱が林立し

電線が輻輳
ふくそう

した状況は、良好な景観を阻害するだけでなく、歩行者や車いす利用者の通行

の妨げになっています。 

○ 東京都では、区市町村が無電柱化を促進するため、平成２９（２０１７）年４月に「無電

柱化チャレンジ支援事業制度」を創設しました。 

○ これらの状況を踏まえ、区は無電柱化を総合的、計画的に推進するため、令和２（２０２

０）年８月に「目黒区無電柱化推進計画」を策定し、優先整備路線２．４ｋｍを選定し、

街づくりに併せて無電柱化を行っていく地区０．４ｋｍを含め２．８ｋｍを整備目標とし

て、無電柱化を推進していきます。現在、優先整備路線とした２路線で整備を進めていま

す。 

○ 防災・安全・景観の観点から無電柱化の一層の取組が求められています。 
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■主な取組  

◆ 無電柱化の推進  

民地や公共用地を活用した地上機器の設置やソフト地中化方式などの効率的な整備方式につい

て検討し、浅層埋設等の低コスト手法などの新たな整備手法を活用しながら、優先整備路線５路

線、２，４５０ｍを効率的、効果的に進めていきます。 

・計画期間内に事業着手、整備する優先整備路線 

 東邦大学大橋病院前、都立駒場高校前、目黒銀座商店街、東京共済病院周辺、洗足商店街 

■関連計画  

・目黒区無電柱化推進計画 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区景観計画 

・目黒区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想 

・目黒区交通安全計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

施策⑤  豪雨対策の推進  

■施策の概要  

 

 時間７５ミリの降雨までは浸水被害を防止し、７５ミリを超える降雨に

対しては生命の安全を確保することを目指し、豪雨対策として「流域対

策」「家づくり・まちづくり対策」「避難・防災対策」に取り組んでいき

ます。また、近年の豪雨発生の増加傾向に影響を及ぼしていると思われる

ヒートアイランド現象への対策として、環境配慮型の道路整備に取り組ん

でいきます。 

 関連するＳＤＧｓのゴールを踏まえ、目黒区は、雨水の流出を抑え、浸

水被害を軽減し、区民の安全を守ることで、すべての区民が安全で安心し

て暮らせる災害に強い街づくりを進めます。 

関連する 

ＳＤＧｓの 

ゴール 
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■成果指標  

 

成果指標名 現状値 
計画目標値 

令和１３年度末 

雨水流出抑制対策量 
１２．９万㎥ 

（平成３０年） 
１８万㎥ 

 

■現状と課題  

 

○ 東京都における豪雨対策は、都と区が一体となって取り組んでいる事業で、効果的、効率

的な豪雨対策を実現するため、役割分担を明確にし、連携を強化して取り組んでいます。

また、東京都総合治水対策協議会では、平成３１（２０１９）年３月に呑川流域、令和元

（２０１９）年１１月に目黒川流域の豪雨対策計画を改定し、渋谷川・古川流域について

も計画改定を予定しています。 

○ 区は、区の役割である雨水流出を抑制する流域対策や、区民への情報発信等のソフト対策

の取組を充実させ、区民と目標を共有しながら豪雨対策に取り組んでいくため、令和３

（２０２１）年３月に「目黒区豪雨対策計画（旧目黒区総合治水対策基本計画）」を改定

しました。 

○ 近年、地球温暖化等の影響で、台風やゲリラ豪雨が大規模化・激甚化しており、区の役割

である「流域対策」「家づくり・まちづくり対策」「避難・防災対策」を着実に推進、加

速していく必要があります。 

 

各対策の役割分担のイメージ図 （ミリ/時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：目黒区豪雨対策計画 

■主な取組  

◆ 流域対策（雨水流出抑制）の推進  

雨水の流出を抑える「流域対策」において、雨水流出抑制施設の整備推進、みどりの保全・創

出、雨水利用の促進などに取り組みます。 
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◆ 家づくり・まちづくり対策の推進  

浸水被害を軽減する「家づくり・まちづくり対策」において、浸水対策が実施される仕組みづ

くりとして、浸水情報の周知、地下施設・半地下建物への浸水対策などに取り組みます。 

◆ 避難・防災対策の推進  

区民の生命を守る「避難・防災対策」において、区民や事業者等が豪雨時に必要な情報を得

て、自発的に適切な避難・防災対策などが講じられるように、情報周知の充実、避難体制の整

備、水防体制の強化などに取り組みます。 

◆ 環境配慮型の道路整備  

「目黒区環境基本計画」に基づき、ヒートアイランド対策の一環として、都のヒートアイラン

ド対策推進エリアである下目黒・目黒本町地域で、遮熱性舗装などの道路整備を行い周辺市街地

の気温上昇を抑制します。 

■関連計画  

・目黒区豪雨対策計画 

・流域別豪雨対策計画（目黒川、呑川、渋谷川・古川） 

・目黒区都市計画マスタープラン 

・目黒区地域防災計画 

・目黒区環境基本計画 

・目黒区国土強靱化地域計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   雨対策の施策全体を表すイラスト 

               出典：目黒区豪雨対策計画 


